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田中繊維㈱

設備貸与制度を
活用して 常務

田中 一成

●必要な時に迅速に設備を導入できた
●長期固定金利で設備投資ができた
●金融機関の融資枠を使わずに済んだ

多彩なノウハウで存在感
自社ブランドでさらなる飛躍へ

加古川市

細かい柄を得意とする編み機

高付加価値商品を多品種少量生産
　同社は今年で創業102年を迎える靴下メーカー。全国
屈指の靴下産業の集積地である加古川市のメーカーでも
有数の歴史を誇ります。主に高級紳士靴下を製造し、大
手アパレルメーカー1社から100％受託生産していた時
代もありました。しかし、1990年代初頭のバブル経済崩
壊、さらにアパレルメーカーの海外への生産移転で状況
はがらりと変わります。
　アパレルメーカーから「当社だけでは面倒を見切れな
いので他社とも取引してもらっていい」と言われ、複数
メーカーとの取引がスタートしたのが97年のこと。取引
先を広げていく際、細かいデザインの高級紳士靴下の製
造を続けてきた経験が婦人靴下の展開にも役立ったとい
います。「靴下を丸く編んでいく時の1周当たりの編み針
の本数が多く、細かい柄が作れるハイゲージを得意とし
ていた強みを生かすことができました」と田中一成常務
は話します。
　かつてはメーカーの仕様通りに作ることが当たり前で
したが、複数社と取引を広げていくうちにさまざまなノ
ウハウが蓄積され、現在ではメーカーが実現したい機能

やデザインに対し同社から提案することが増えていま
す。工場内に約150台の編み機が並ぶ姿は壮観で、高付
加価値の商品を多品種少量生産することで取引先からの
多様なニーズに応えています。

故障から1カ月で代替機を導入
　同社では古くからひょうご産業活性化センターの設備
貸与制度（割賦制度）を活用しており、昨年は10月にコ
ンプレッサーが故障し、その買い換えに活用しました。
　「前回の利用から15年ほど経過していたのですが、快
く引き受けていただきました。金融機関の融資枠を使わ
ずに活用できるのがありがたい」と田中常務。「コンプ
レッサーがないと機械を動かせずたちどころに困りまし
たが、スピード感を持ってご対応いただき、申請からわず
か1カ月で導入できました。いつも担当者に親身に考え
ていただけるので、これからも利用していきたい」と続
けます。現在は同制度を活用し、多様な商品の受発注や在
庫状況などを把握できる生産管理システムの更新を進め
ています。
　創業100年を迎えた2021年には、同社が考える理
想の靴下をより多くの人に履いてほしいという思い

制度利用までの流れ
2022年11月 11月 12月 23年1月
申込書と必要書類を
当センターへ提出

書類審査、本審査を
通過し、契約締結

検収（設備の引き渡し） 返済開始
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用途別にさまざまな編み機が並びます 「TANAKA SOKKEN」の製品

の下、地元のアパレルメーカーとコラボしたブランド
「TANAKA SOKKEN」を立ち上げました。他にも、兵庫
県立大学と共同で要介護者向けに保湿・保温機能のある
ストレスフリーな靴下の開発などにも取り組んでおり、
自社ブランドを大切に育てていこうとしています。

田中繊維㈱
加古川市西神吉町鼎123-1　 T 079-432-2931
Ｈhttps://www.big-advance.site/s/198/1238
●代表取締役／田中貞重
●事業内容／靴下製造・販売

設備貸与制度
設備の増強・更新を図ろうとする中小企業に代わり、
ひょうご産業活性化センターが設備を購入し、長期
かつ固定損料（金利）で割賦販売またはリースする
制度です。設備投資の際は気軽にご相談ください。

• 金融機関の融資枠や信用保証協会の保証枠とは別枠で利用
できます

• 設備投資は同制度を活用し、金融機関の融資枠を確保してお
けばリーマンショックやコロナ禍のような不測の事態に、融資
枠を固定経費や運転資金に回すことができます

問ひょうご産業活性化センター設備投資課
Ｔ078-977-9086
制度の詳細についてはホームページをご覧ください

【対　　象】�県内に事業所・工場等がある中小企業（その他
要件あり）

【対象設備】�県内に設置する新品または中古の設備（その他
要件あり）

【貸 与 額】100万円以上1億円以下

利用メリット

自 費 出 版
見  積  り  無  料

まずは電話かメールでお問合せください

TEL.078-362-7140
jihishuppan-kpc@kobe-np.co.jp

あなたの本を

「オーダーメイド」

だけ https://kobe-selfpub.jp

こちらから
▼

株式会社 神戸新聞総合印刷
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日日時　所場所　対対象　定定員　￥料金
申申し込み先・方法　問問い合わせ先 
Ｔ電話番号　Ｆファクス番号　Ｅ Eメール

六都府県（東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡
県）の中小企業支援機関共催のオンライン商談会に参加す
る受注側企業を募集。新たなビジネスパートナーを発掘す
る絶好の機会です。無料。
●開催期間＝2月20日㊊～3月8日㊌
対六都府県に本社または生産拠点がある中小・小規模企業
定300社
申問（公財）東京都中小企業振興公社
Ｔ03-5822-7239 
事前に「ビジネスチャンス・ナビ」にユーザー登録し、2月5日
㊐17時までにエントリー画面で必要事項を入力の上、所定
の申込書を添付して登録してください。ユーザー
登録や申込書のダウンロードはホームページを
ご覧ください

マーケットインの視点から異業種交流の進め方や商品化、
ブランド化、情報発信等について分かりやすく解説します。
無料。オンライン（Webex Meetings）開催。
日2月21日㊋14時～15時30分

●講師＝近藤清人さん（㈱SASI代表取締役）
定50人（先着）
申2月14日㊋までに所定の申し込みフォームから

（ホームページから申し込み画面へ進んでください）
問異業種連携相談室 Ｔ078-977-9073

会社経営に潜むさまざまな法的リスクの乗り越え方を紹介
します。無料。
日①2月16日㊍②3月16日㊍13時30分～16時30分
所神戸市産業振興センター9階（神戸市中央区）
●テーマ
①パワハラ・カスハラなど問題社員・顧客への対応
②知って得するコンプライアンス
定①②各10人（先着）
申①2月7日㊋②3月7日㊋までに所定の申し込
みフォームから
問兵庫県よろず支援拠点 Ｔ078-977-9085

兵庫県立大学作成のeラーニング講座「DXリカレント研修」

「六都府県オンライン商談会」
受注側企業募集

「企業価値向上セミナー」
参加者募集

異業種交流グループ「課題解決セミナー」
参加者募集

兵庫工業会
「DXリカレント研修」

ひょうご産業活性化センター

関係機関
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を使って、事例紹介も交えながらDXの基礎知識や活用方
法などを解説します。
対県内の中小企業者、経済団体など
　※兵庫工業会の会員・非会員を問いません

●受講期間＝申し込みから6カ月間
￥5,500円
申問（公社）兵庫工業会 Ｔ079-223-8230
Ｅmiyagishi@hyogo-ia.or.jp（担当：宮岸）
3月10日㊎までに所定の申込書をメール送信

（添付ファイル）してください。申込書はダウン
ロードできます

日本銀行神戸支店長の竜田博之さんが、国内とりわけ兵庫
県経済と外部環境の変化が中小企業にどのような影響を与
えるか解説します。無料。
日2月9日㊍15時～17時
所神戸市産業振興センター9階（神戸市中央区）
定100人（先着）
申所定の申し込みフォームから
問（一社）兵庫県中小企業診断士協会

Ｔ078-362-6000

損益計算書上では黒字にもかかわらず、不適切な在庫が原
因で倒産に至るケースがあります。在庫管理の基本的な手
法を学び、在庫管理から経営の健全化を図ります。
日2月10日㊎9時30分～16時30分
所姫路商工会議所
対製造業関係者など
●講師＝髙木正和さん（ヨクスル㈱代表取締役）
定30人（先着）
￥1万9,800円（会員1万3,200円）
　※姫路市内に本社がある企業は1万5,800円（同9,200円）

申問姫路商工会議所
〒670-8505 姫路市下寺町43
Ｔ079-223-6557 Ｆ079-222-6005
ホームページの申し込みフォームまたは所定の
申込書を郵送、ファクスしてください。申込書は
ダウンロードできます

姫路商工会議所
セミナー「在庫管理と在庫削減の基礎実務」

兵庫県中小企業診断士協会
セミナー「最新の経済情勢と中小企業経営について」
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がんばる企業を応援

兵庫工業会は1985年、産業技術における人材育成や交流促進事業を通して、県内のものづくりの振興と地域社会の発
展に貢献することを目的に設立しました。現在は基本方針「変化に挑戦 輝く未来へ」の下、会員企業が行政や学術、産業
界と連携しながら、先々の変化に対応できるよう多彩な支援事業を展開しています。

（公社）兵庫工業会

「中小企業支援ネットひょうご」構成機関からのご案内

「中小企業支援ネットひょうご」とは
さまざまな経営課題を抱える中小企業の応援を
目的に、中小企業支援機関や連携団体でつくる
ネットワークです。各機関の強みを生かしながら、
総合的な支援を展開しています。

県内工業の振興と地域社会の発展を

（公社）兵庫工業会
神戸市中央区下山手通6-3-28　
兵庫県中央労働センター3階
T 078-361-5667 Ｆ 078-371-4336
H https://www.hyogo-ia.or.jp

主な支援業務

県内各地で研修会や管理者対象のセミナー等を実施し、人
材育成を支援しています。

人材育成

会員企業の交流を促進し、人的ネットワークの拡大につ
なげます。

会員交流

地域交流会
（県内各地で地元企業との
意見交換や交流を図る）

デリバリー研修
（企業の要望に応じた
オーダーメード・出前
形式の研修）

機械加工と材料特性
基礎
（設計者に必要な加工
技術の基礎を学ぶ研
修）

管理監督者研修
（階層別にマネジメン
ト手法を学ぶ研修）

県内のものづくりの発展や技術力の向上のため、タイムリー
な題材を扱う講演会やセミナーなどを実施しています。

産業・技術振興

ものづくり分野での
女性活躍促進
（女性や文系人材のもの
づくり分野への就業を促
進する）

中小企業が海外進出や外国人雇用に対応するためのノウハ
ウの取得を支援しています。

グローバル化推進

海外ミッション
（国際情勢への理解を深
めることを目的とする海
外視察研修）

兵庫技術研修大学校（7分野17コース）
分野 コース 開催場所

機械
機械加工と材料特性基礎 神戸
機械工学A 神戸、姫路
機械工学B 姫路

設計・製図 「手書き」機械製図 姫路
CAD機械製図 神戸

電気・電子
電気電子工学基礎 神戸
電気電子工学A 神戸、姫路
電気電子工学B 姫路

シーケンス制御 シーケンサを用いた制御装置設計基礎 神戸
シーケンス制御 姫路

現場改善 現場改善基礎 神戸
現場改善実践 神戸

階層別 技術者リーダー育成 神戸
管理監督者研修 加古川

資格取得 毒物劇物取扱者試験対策 神戸
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中小企業支援ネットひょうごでは、さらなる成長が見込める企業を
「成長期待企業」に選定し、複合的な支援をしています。このコー
ナーでは選定企業が誇る自慢の商品やサービスを紹介します。

㈱新征テクニカルの

㈱新征テクニカル　尼崎市西長洲町2-2-48
Ｔ06-6482-6887　H https://shinsei-teku.com

⃝設立年：1992年　⃝代表取締役社長：與那嶺まり子
⃝事業内容：各種産業機械部品製作・製缶、機械加工一式

新鋭の自動溶接ロボットも備えています

若手をリーダーに抜てき
子どもを育てる気持ちで向き合う

若手技術者育成力

　同社は、自動車生産ラインの自動化システムに使われる
部品等を製造しています。與那嶺まり子社長は4姉妹の四
女ですが、創業者の父親にものづくりの適性を見込まれ21
歳で入社。急逝した父親から経営を引き継いだ母親を支え
ながら会社を守り、2017年に社長就任。その頃から若い社
員が入ってくるようになりました。
　「ベテラン技術者は『技は見て盗め』という世代の人た
ち。当初はどう教えてよいか悩みました」と與那嶺社長。
そこで、朝礼時に全社員が不具合を報告、共有することか
ら始め、「ミスを起こさないよう皆で考えるプロセスを通

じて教え合う雰囲気を根付かせていきました」。さらに20
歳の技術者をリーダーに抜てき。「得意先に恥ずかしい製
品は出せないという思いから、ベテランが若手を熱心に指
導するようになりました」。現在は技術者8人のうち10代 
1人、20代3人、30代2人と若い世代が活躍しています。
　2022年5月には得意先に程近い滋賀県愛荘町に、より低
コストで部品を製造するための子会社を設立。若手技術者
の養成拠点としても活用しています。「子どもを育てる気
持ちで若い社員に接してきました」という與那嶺社長。い
ずれは社員の中から後継者を選ぶつもりです。

ベテランが若手に操作方法を指導



https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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新型コロナウイルス感染症等の影響により、積み上がった債務の返済負担に伴って増加することが見込まれ
る借換え需要や事業再構築等の事業好転の契機となり得るような前向きな取り組みに対する資金需要等に
応えるため、2023（令和5）年1月10日付で「伴走支援型特別保証制度」と兵庫県融資制度「伴走型経営支援
特別貸付」の要件が改正されました。制度の概要と主な改正点は以下の通りです。民間ゼロゼロ融資の借換
えに加え、他の保証付融資の借換えも可能ですので、ぜひご活用ください。

「伴走支援型特別保証制度」および
「伴走型経営支援特別貸付」の要件が改正されました

「伴走支援型特別保証制度」と兵庫県融資制度「伴走型経営支援特別貸付」の制度概要

対 象 者

❶～❸のいずれかに該当し、経営行動計画を策定した方
❶セーフティネット保証4号の認定を受けた方
❷セーフティネット保証5号の認定を受けた方
❸①または②（ⅰ）～（ⅵ）のいずれかに該当する方
　①最近1カ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5％以上減少していること
　②（ⅰ）最近1カ月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5％以上減少していること
　　（ⅱ）最近1カ月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5％以上減少していること
　　（ⅲ）直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5％以上減少していること
　　（ⅳ）最近1カ月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5％以上減少していること
　　（ⅴ）最近1カ月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5％以上減少していること
　　（ⅵ）直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5％以上減少していること

限 度 額 両制度を合算して1億円 保 証 期 間 10年以内（うち据置期間5年以内）

貸 付 利 率 金融機関所定利率（伴走型経営支援特別貸付は年0.90％）

保 証 料 率

【対象者❶❷の場合】
　年0.85％（経営者保証免除対応を適用する場合は年1.05％）
　※国の保証料補助（当初保証料に限る）により、保証料の負担は年0.20％相当額となります
【対象者❸の場合】
　責任共有対象：年0.45％～1.90％（経営者保証免除対応を適用する場合は年0.65％～2.10％）
　責任共有対象外：年0.50％～2.20％（経営者保証免除対応を適用する場合は年0.70％～2.40％）
　※国の保証料補助（当初保証料に限る）により、保証料の負担は年0.20％～1.15％相当額となります
　※条件変更に伴い追加して生じる保証料については、国の補助の対象外となります

取 扱 期 間 2024（令和6）年3月31日まで（協会申込受付分）

そ の 他
（借換え時
留意事項）

⃝��対象者❶の方が既存の保証付融資を借換える場合、借換え対象が危機指定期間中（2020（令和2）年2月1
日～21（令和3）年12月31日）に協会が申し込みを受け付け、かつ貸付実行されたセーフティネット保証5号
であれば借換え対象の残高の範囲内で責任共有対象外保証での借換えが可能
⃝��対象者❷❸の方が既存の保証付融資を借換える場合、借換え対象が責任共有対象外保証であれば借換え
対象の残高の範囲内で責任共有対象外保証での借換えが可能

※上記は制度の概要です。詳細については各事務所・支所までお問い合わせください

⃝対象者の要件の売上高減少率が「15％以上」から「5％以上」に変更
⃝対象者の要件に「利益率の減少要件」が追加
　※要件追加に伴い、添付書類に各利益率減少要件確認書が追加
⃝借換え対象の制度内容次第では責任共有対象保証を責任共有対象外保証で借換えることが可能
⃝�経営行動計画書の項目に「計画終了時点における将来目標」「本資金の活用方法」「収支計画及び返済計画」
が追加
⃝取扱期間が2024（令和6）年3月31日（協会申込受付分）まで延長

主な改正点
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県内中小企業の全産業・業種別の売上高（速報値）を公開中！ ひょうご企業業績

TKC近畿兵庫会神戸中央支部
広報委員 河田広幸

　10月1日のインボイス制度のスタートまでにやっておくべきことをいま一度、確認しておきま
しょう。

自社が発行する書類の確認
　インボイスとは、「請求書」「納品書」「領収書」「レシート」といった書類の名称に関係なく、登録番
号や取引内容、取引金額、消費税額など法定の事項が記載された全ての書類を指します。まずは、自
社の商流において発行している書類のうち、取引先に向けて消費税額を記載している書類を確認し
ましょう。

発行している書類の様式を確認
　インボイスでは従来の記載事項に加え、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」
の記載も必要になります。また、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業のように不特定か
つ多数の者を相手にする事業者は、インボイスの代わりに記載項目が簡略化された「簡易インボイ
ス（適格簡易請求書）」を発行することができます。

【インボイスの法定記載事項とは】
•適格請求発行事業者の氏名・名称と登録番号
•取引年月日
•取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
•税率ごとに区分して合計した対価の額（税込み・税抜き）と適用税率
•税率ごとに区分した消費税額等
•書類の交付を受ける事業者の氏名・名称

【簡易インボイスの法定記載事項とは】
•適格請求発行事業者の氏名・名称と登録番号
•取引年月日
•取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
•税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き・税込み）
•税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

タイムリミットから見た
インボイス対応の総点検③
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設備貸与制度のしくみ

　設備貸与制度は､県内に設備導入を検討している中小企業者を対象とする国が定めた公的制度で､当セン
ターが中小企業のみなさんに代わって､希望する設備を希望する機械等販売業者から購入し､長期かつ固定損料
(金利)で割賦販売(分割払い)･リースする制度です。

区 分 リ ー ス割 賦 販 売

設 備 導 入 ま で の 期 間

対 象 企 業

● 兵庫県内に設置するもので、本年度内に設置が完了するもの
　 国の定める基準に該当する従業員50人以下の小規模企業者等
　　　 製造業・その他業種　20人（特認50人）以下
　　　 卸売業・サービス業 5人（特認50人）以下
　　　 小　　　　　　　売　 5人（特認50人）以下

▶ 申込後に審査を行いますので、設備導入までに２か月程度必要です。
▶ ディーラーとの売買契約前に導入された設備は、この制度の対象外となります。

※　製造業・その他業種21人(卸売業･サービス業､小売　6人)～50人については、銀行(信用
金庫、信用組合、農協、漁協を除く)、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫に係る資金を除
く)、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行からの借入金残高が4.2億円以下であること。

※　直近３事業年度の経常利益の平均額が3,500万円以下であること。
※　大企業からの出資等の割合が単独で３分の１を超えていないこと。

貸 与 額 100万円～1億円 (税込)

対 象 設 備 兵庫県内に設置する新品または中古の設備(条件あり)

割 賦 販 売
年　利

年利 /月額リース料率
0.70％～1.95％

リ ー ス
月額リース料率

0.966％～2.959％

返済期間･支払期間
設備の法定耐用年数以内(３年～10年)
商工会､商工会議所経由で申込みを行った場合は、
10年以内において２年を超えない範囲で延長可

保 証 人  ・  担 保 原則不要 ※法人の場合は代表者の個人保証が必要です。
※審査等により担保等が必要となる場合があります。

設備貸与制度

設備貸与(割賦販売･リース)のお問い合わせは
お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い 。

公益財団法人ひょうご産業活性化センター  設備投資支援室

機械・自動車販売業者 当センター

小規模企業者等②設備設置
①申込み

④返済

売買契約

設備貸与契約
（割賦・リース）

③設備代金の支払い

〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-8-4　神戸市産業振興センター７階
　　 taiyo@staff.hyogo-iic.ne.jp

（078）977-9086
（078）977-9102FAX

当　月

申　込
( 月末締切 )

翌　月 試運転完了後貸付審査から１ヶ月程度

１ 貸付審査会
( 翌月末ごろ )２ 売買契約締結

( ディーラー )３ 申込企業へ
設備設置４ 検　収

( 申込企業と契約締結 )５

令和5年1月31日現在


